






























































美瑛町議会委員会条例の一部改正要旨 

 

１ 改正の要旨 

機構改革に伴い、常任委員会が所管する課を改正するため、美瑛町議会委員

会条例の一部を改正するもの。 

 

２ 改正の概要 

（１）第２条第１号の総務文教常任委員会所管課の一部を改正する。 

（２）第２条第２号の産業経済常任委員会所管課の一部を改正する。 

  

３ 施行期日 

令和２年４月１日 

 

 



○美瑛町議会委員会条例 新旧対照表 
                                                            令 和 ２ 年 ３ 月 １ ９ 日 
                                                            第１回美瑛町議会定例会資料 

 

新 旧 

第１条 【略】 

（常任委員会の名称、委員定数及びその所管） 

第２条 常任委員会の名称、委員定数及びその所管は、次のとおり

とする。 

（１） 総務文教常任委員会 ７人 

ア 総務課の所管に関すること。 

イ まちづくり推進課の所管に関すること。 

ウ 税務課の所管に関すること。 

エ 住民生活課の所管に関すること。 

オ 保健福祉課の所管に関すること。 

カ 教育委員会の所管に関すること。 

キ 選挙管理委員会の所管に関すること。 

ク 監査委員の所管に関すること。 

ケ 病院事業に関すること。 

コ 他の常任委員会に属さない事務 

（２） 産業経済常任委員会 ７人 

ア 商工観光交流課の所管に関すること。 

イ 文化スポーツ課の所管に関すること。 

ウ 農林課の所管に関すること。 

エ 建設水道課の所管に関すること。 

オ 農業委員会の所管に関すること。 

第３条～第２６条 【略】 

 

 

第１条 【略】 

（常任委員会の名称、委員定数及びその所管） 

第２条 常任委員会の名称、委員定数及びその所管は、次のとおり

とする。 

（１） 総務文教常任委員会 ７人 

ア 総務課の所管に関すること。 

イ 政策調整課   の所管に関すること。 

ウ 税務課の所管に関すること。 

エ 住民生活課の所管に関すること。 

オ 保健福祉課の所管に関すること。 

カ 教育委員会の所管に関すること。 

キ 選挙管理委員会の所管に関すること。 

ク 監査委員の所管に関すること。 

ケ 病院事業に関すること。 

コ 他の常任委員会に属さない事務 

（２） 産業経済常任委員会 ７人 

ア 経済文化振興課の所管に関すること。 

   

イ 農林課の所管に関すること。 

ウ 建設水道課の所管に関すること。 

エ 農業委員会の所管に関すること。 

第３条～第２６条 【略】 

 

 


